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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネルを備えた携帯端末であって、
　前記タッチパネルへの接触位置を検知する接触検知手段と、
　前記接触検知手段による接触位置の検知に基づいて前記タッチパネルの表示を制御する
表示制御手段と、を備え、
　前記表示制御手段は、
　前記接触検知手段によって前記タッチパネルに表示された文字上に接触位置が検知され
た場合に、前記接触位置を囲うように前記タッチパネルに色相環を表示する色相環表示手
段と、
　前記接触検知手段によって前記接触位置が前記色相環上に移動したことが検知された場
合に、前記文字の色相を前記接触位置に対応する色相に変更する色相変更手段と、を有し
ていることを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、
　前記接触検知手段によって前記接触位置が前記色相環上に移動したことが検知された場
合に、前記接触位置に重なるように前記タッチパネルに明度スケールを表示する明度スケ
ール表示手段と、
　前記接触検知手段によって前記接触位置が前記明度スケール上に移動したことが検知さ
れた場合に、前記文字の明度を前記接触位置に対応する明度に変更する明度変更手段と、
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を更に有していることを特徴とする請求項１記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記明度スケールは、明度を順序立てて直線状にして並べたものであることを特徴とす
る請求項２記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記明度スケールは、前記文字を含む文字列と平行になるように直線状に並べたもので
あることを特徴とする請求項３記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記明度スケールは、前記文字を含む文字列と垂直になるように直線状に並べたもので
あることを特徴とする請求項３記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記明度スケール表示手段は、前記接触検知手段によって前記接触位置が前記色相環上
に移動したことが検知された場合に、前記接触位置に前記明度スケールの中間が位置する
ように前記タッチパネルに前記明度スケールを表示することを特徴とする請求項３～５の
何れか一項記載の携帯端末。
【請求項７】
　タッチパネルを備えた携帯端末が、前記タッチパネルへの接触位置を検知する接触検知
ステップと、
　前記携帯端末が、前記接触検知ステップにおいて接触位置の検知に基づいて前記タッチ
パネルの表示を制御する表示制御ステップと、を含み、
　前記表示制御ステップは、
　前記接触検知ステップにおいて前記タッチパネルに表示された文字上に接触位置が検知
された場合に、前記携帯端末が、前記接触位置を囲うように前記タッチパネルに色相環を
表示する色相環表示ステップと、
　前記接触検知ステップにおいて前記接触位置が前記色相環上に移動したことが検知され
た場合に、前記携帯端末が、前記文字の色相を前記接触位置に対応する色相に変更する色
相変更ステップと、を含むことを特徴とする文字色変更方法。
【請求項８】
　前記表示制御ステップは、
　前記接触検知ステップにおいて前記接触位置が前記色相環上に移動したことが検知され
た場合に、前記携帯端末が、前記接触位置に重なるように前記タッチパネルに明度スケー
ルを表示する明度スケール表示ステップと、
　前記接触検知ステップにおいて前記接触位置が前記明度スケール上に移動したことが検
知された場合に、前記携帯端末が、前記文字の明度を前記接触位置に対応する明度に変更
する明度変更ステップと、を更に含むことを特徴とする請求項７記載の文字色変更方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文字色を変更する携帯端末及び携帯端末における文字色変更方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、キーボードの押下圧力に応じて文字サイズやフォント種などの文字タ
イプを変更できる情報入力装置が開示されている。また、近年、一部の携帯端末にはタッ
チパネルが搭載され、ユーザの操作性が向上している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－７０４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】



(3) JP 4981946 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

【０００４】
　しかしながら、上述した情報入力装置を用いて例えば文字色を変更する場合、ユーザは
入力する文字とその文字色とを同時に意識してキーボードを押す必要があり、ユーザは複
雑な操作を行う必要がある。それゆえにユーザは文字色を感覚的に変更することが難しい
という問題があった。また、上述した情報入力装置は文字入力時に文字タイプを設定する
ものであり、入力済みの文字の文字タイプを変更することができないという問題もあった
。
【０００５】
　本発明は、上記課題の解決のためになされたものであり、文字の色を感覚的かつ容易に
変更できる携帯端末及び携帯端末における文字色変更方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題の解決のため、本発明に係る携帯端末は、タッチパネルを備えた携帯端末であ
って、タッチパネルへの接触位置を検知する接触検知手段と、接触検知手段による接触位
置の検知に基づいてタッチパネルの表示を制御する表示制御手段と、を備え、表示制御手
段は、接触検知手段によってタッチパネルに表示された文字上に接触位置が検知された場
合に、接触位置を囲うようにタッチパネルに色相環を表示する色相環表示手段と、接触検
知手段によって接触位置が色相環上に移動したことが検知された場合に、文字の色相を接
触位置に対応する色相に変更する色相変更手段と、を有していることを特徴としている。
【０００７】
　また、本発明に係る文字色変更方法は、タッチパネルを備えた携帯端末が、タッチパネ
ルへの接触位置を検知する接触検知ステップと、携帯端末が、接触検知ステップにおいて
接触位置の検知に基づいてタッチパネルの表示を制御する表示制御ステップと、を含み、
表示制御ステップは、接触検知ステップにおいてタッチパネルに表示された文字上に接触
位置が検知された場合に、携帯端末が、接触位置を囲うようにタッチパネルに色相環を表
示する色相環表示ステップと、接触検知ステップにおいて接触位置が色相環上に移動した
ことが検知された場合に、携帯端末が、文字の色相を接触位置に対応する色相に変更する
色相変更ステップと、を含むことを特徴としている。
【０００８】
　この携帯端末では、タッチパネルに表示された文字上に接触位置が検知された場合に、
接触位置を囲うようにタッチパネルに色相環が表示される。これにより、ユーザは、文字
付近から視線をそらすことなく、表示された色相環から変更したい色相を感覚的かつ容易
に選択することができる。さらに、この携帯端末では、接触位置を色相環上に移動させる
だけの簡単な操作で文字の色相を変更できるので、操作の快適性を確保できる。
【０００９】
　また、表示制御手段は、接触検知手段によって接触位置が色相環上に移動したことが検
知された場合に、接触位置に重なるようにタッチパネルに明度スケールを表示する明度ス
ケール表示手段と、接触検知手段によって接触位置が明度スケール上に移動したことが検
知された場合に、文字の明度を接触位置に対応する明度に変更する明度変更手段と、を更
に有していることが好ましい。また、明度スケールは、明度を順序立てて直線状にして並
べたものであることを特徴とすることが好ましい。また、明度スケールは、文字を含む文
字列と平行になるように直線状に並べたものであることを特徴とすることが好ましい。ま
た、明度スケールは、文字を含む文字列と垂直になるように直線状に並べたものであるこ
とを特徴とすることが好ましい。また、明度スケール表示手段は、接触検知手段によって
接触位置が色相環上に移動したことが検知された場合に、接触位置に明度スケールの中間
が位置するようにタッチパネルに明度スケールを表示することを特徴とすることが好まし
い。
【００１０】
　また、表示制御ステップは、接触検知ステップにおいて接触位置が色相環上に移動した
ことが検知された場合に、携帯端末が、接触位置に重なるようにタッチパネルに明度スケ
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ールを表示する明度スケール表示ステップと、接触検知ステップにおいて接触位置が明度
スケール上に移動したことが検知された場合に、携帯端末が、文字の明度を接触位置に対
応する明度に変更する明度変更ステップと、を更に含むことが好ましい。
【００１１】
　この携帯端末では、接触位置が色相環上に移動したことが検知された場合に、接触位置
に重なるようにタッチパネルに明度スケールが表示される。これにより、ユーザは、文字
付近から視線をそらすことなく、表示された明度スケールから変更したい明度を感覚的か
つ容易に選択することができる。さらに、この携帯端末では、接触位置を明度スケール上
に移動させるだけの簡単な操作で文字の明度を変更できるので、操作の快適性を確保でき
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、文字の色を感覚的かつ容易に変更できる携帯端末及び携帯端末におけ
る文字色変更方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係る携帯端末の機能的な構成要素を示すブロック図である
。
【図２】携帯端末１のハードウェア構成図である。
【図３】携帯端末１において、文字を選択する際の表示画面の遷移の一例を示す図である
。
【図４】携帯端末１において、色相環を利用して文字色を変更する際の表示画面の遷移の
一例を示す図である。
【図５】携帯端末１において、明度スケールＢを利用して文字色を変更する際の表示画面
の遷移の一例を示す図である。
【図６】携帯端末１の動作を示すフローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照しながら、本発明に係る携帯端末の好適な実施形態について詳細に説
明する。
【００１５】
　図１は、本発明に係る携帯端末の一実施形態を示す概要図である。携帯端末１は、図１
に示すように、機能的な構成要素として、接触検知部２（接触検知手段）、及び表示制御
部３（表示制御手段）を備えている。表示制御部３はさらに、色相環表示部３１（色相環
表示手段）、色相変更部３２（色相変更手段）、明度スケール表示部３３（明度スケール
表示手段）、及び明度変更部３４（明度変更手段）を備えている。また、携帯端末１は、
図１に示すように、物理的な構成要素の一つとしてタッチパネル４を備えている。
【００１６】
　携帯端末１は、ＣＰＵ等のハードウェアから構成されているものである。図２は、携帯
端末１のハードウェア構成図である。図１に示される携帯端末１は、物理的には、図２に
示すように、ＣＰＵ５１、主記憶装置であるＲＡＭ５２及びＲＯＭ５３、入力デバイスで
ある数字キー及びタッチパネル等の入力装置５４、ディスプレイ及びタッチパネル等の出
力装置５５、ネットワークカード等のデータ送受信デバイスである通信モジュール５６、
ハードディスク等の補助記憶装置５７等を含むコンピュータシステムとして構成されてい
る。図１に示す各構成要素の機能は、図２に示すＣＰＵ５１、ＲＡＭ５２等のハードウェ
ア上に所定のコンピュータソフトウェアを読み込ませることにより、ＣＰＵ５１の制御の
もとで入力装置５４、出力装置５５、通信モジュール５６を動作させるとともに、ＲＡＭ
５２や補助記憶装置５７におけるデータの読み出し及び書き込みを行うことで実現される
。
【００１７】
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　以下、図１に示す構成要素に基づいて、携帯端末１の各構成要素を説明する。
【００１８】
　タッチパネル４は、入出力の機能を兼ね備えた電子部品であり、不図示のタッチパネル
制御部がタッチパネル４への入力や出力を制御する。タッチパネル４が受け付ける入力と
しては、指やタッチパネル用のペン等を利用したユーザによるタッチパネル４上の接触が
挙げられる。また、タッチパネル４が行う出力としては、文字や画像等の視覚的なコンテ
ンツをタッチパネル４上に表示させることが挙げられる。タッチパネル制御部は、受け付
けた入力を接触検知部２に送信したり、表示制御部３から出力を受信したりする。
【００１９】
　接触検知部２は、タッチパネル４への接触位置を検知する。具体的には、ユーザがタッ
チパネル４上を接触した際に、接触検知部２は、その接触されたタッチパネル４上の位置
を検知する。
【００２０】
　また、接触検知部２は、タッチパネル４上での接触位置の移動も検知する。具体的には
、ユーザがタッチパネル４上を接触したまま接触位置を移動した際に、接触検知部２は、
タッチパネル４上で移動している接触位置の各接触位置を検知すると共に、接触位置が移
動中であることを検知する。
【００２１】
　接触検知部２は、例えば、タッチパネル４に表示された文字上でのユーザによる接触の
接触位置を検知したり、タッチパネル４に表示された後述の色相環上でユーザによる接触
位置が移動したことを検知したり、タッチパネル４に表示された後述の明度スケール上で
ユーザによる接触位置が移動したことを検知したりする。
【００２２】
　表示制御部３は、接触検知部２による接触位置の検知に基づいてタッチパネル４の表示
を制御する。表示制御部３は、色相環表示部３１、色相変更部３２、明度スケール表示部
３３、及び明度変更部３４を備えている。
【００２３】
　色相環表示部３１は、接触検知部２によってタッチパネル４に表示された文字上に接触
位置が検知された場合に、接触位置を囲うようにタッチパネル４に色相環を表示する。
【００２４】
　色相環とは、色相を順序立てて円環にして並べたものである。本実施形態で例示する色
相環は、それぞれが等しい面積から成る円領域を、円環上で隣り合う円領域の距離が等間
隔になるよう円環上に配置したものである。各円領域は異なる色相の色で塗りつぶされて
おり、円環上を時計周りに色相の総体が順序立てて並べられている。本実施形態では、例
えば、１２時の方向から時計回りに、赤、橙、黄、黄緑、緑、シアン、青、紫、と色相の
総体が順序立てて並べられている。
【００２５】
　以下、図３を用いて文字列の範囲の選択方法について説明する。図３（ａ）は、タッチ
パネル４に文字列「あかさたな」が表示された状態を示す図である。図３（ｂ）は、ユー
ザがタッチパネル４上に表示されている文字列「あかさたな」のうち、文字「あ」の上を
指で接触した状態を示す図である。
【００２６】
　続いて図３（ｃ）は、ユーザが文字「あ」の上を指で接触した状態から、タッチパネル
４に指を接触したまま文字列右方向に移動し、指が文字「か」の上に来た状態を示す図で
ある。接触検知部２は、指の接触の開始位置に文字「あ」があることを検知し、指が接触
したまま移動したことも検知し、そして指の接触位置が文字「か」の上に来たことも検知
する。このように接触検知部２は、文字列「あか」の上を指が接触しながら移動したこと
を検知し、文字列「あか」が選択されたことを認識し、その情報を表示制御部３に伝える
。表示制御部３はその情報を基に、図３（ｃ）のように、文字列「あか」について、文字
色と背景色を反転する。この反転された文字列が、文字列の選択した範囲を示す。
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【００２７】
　図３（ｃ）でユーザが文字列の範囲を選択後、タッチパネル４を指で接触したままにし
ていると、図４（ａ）のように、色相環表示部３１は、接触している位置の文字「か」を
含む選択した文字列である「あか」を囲うようにタッチパネル４上に色相環Ａを表示する
。
【００２８】
　続いて図４（ａ）の状態から、ユーザがタッチパネル４を指で接触したまま、例えば、
色相環Ａのアナログ時計で言う１時の方向の橙色の円領域に指を移動した状態を図４（ｂ
）に示す。色相変更部３２は、接触検知部２によって接触位置が色相環Ａ上に移動したこ
とを検知された場合、選択した文字列の色相を接触位置に対応する色相、すなわち橙色に
変更する。図４（ｂ）において、選択した文字列「あか」の色が橙色に変更されている。
【００２９】
　なお、図４（ｂ）の状態から、ユーザがタッチパネル４を指で接触したまま、色相環Ａ
上の別の色相の円領域に指を移動した場合、指で接触している円領域の色相に連動して、
選択した文字列「あか」の色が変更されてもよい。
【００３０】
　図４（ｂ）の状態で、ユーザの指の接触位置が色相環Ａ上の橙色の円領域に移動したこ
とが接触検知部２によって検知された場合、図５（ａ）のように、明度スケール表示部３
３は、接触している位置に重なるようにタッチパネル４に明度スケールＢを表示する。
【００３１】
　明度スケールとは、明度を順序立てて直線状にして並べたものである。本実施形態で例
示する明度スケールＢは、それぞれが等しい面積から成る正方形領域を、直線状に並べた
ものであり、各正方形領域は異なる明度の色で塗りつぶされている。本実施形態では、例
えば、明度スケールＢは水平方向に並べられている文字列と平行になるように直線状に並
べられていて、左側の正方形領域から右側の正方形領域に向かって順に明度が低くなって
いる。図５（ａ）では、指が接触している位置に明度スケールＢの一番左側の正方形領域
が位置するように明度スケールＢが配置されている。
【００３２】
　なお、明度スケールＢは水平方向に並べられている文字列と平行になるように直線状に
並べられているとしたが、水平方向に並べられている文字列と垂直になるように直線状に
並べられてもよい。
【００３３】
　続いて図５（ａ）の状態から、ユーザがタッチパネル４を指で接触したまま、明度スケ
ールＢ上を水平方向右側に向かって、右側の正方形領域に指を移動した状態を図５（ｂ）
に示す。明度変更部３４は、接触検知部２によって接触位置が明度スケールＢ上に移動し
たことを検知された場合、選択した文字列の明度を接触位置に対応する明度に変更する。
図５（ｂ）において、選択した文字列「あか」の明度が、先ほど移動した正方形領域の明
度に変更されている。明度スケールＢ上を水平方向右側に向かって指を移動したため、図
５（ａ）と比べて図５（ｂ）の文字列「あか」の明度は低くなっている。
【００３４】
　続いて、このように構成された携帯端末１の動作について説明する。図６は、携帯端末
１の動作を示すフローチャートである。
【００３５】
　まず、接触検知部２が、タッチパネル４に表示された文字上で接触位置を検知する（Ｓ
１、接触検知ステップ）。次に、色相環表示部３１が、接触位置を囲うようにタッチパネ
ル４に色相環を表示する（Ｓ２、色相環表示ステップ）。次に、接触検知部２が、接触位
置が色相環上に移動したことを検知する（Ｓ３、接触検知ステップ）。次に、色相変更部
３２が、文字の色相を接触位置に対応する色相に変更する（Ｓ４、色相変更ステップ）。
【００３６】
　次に、接触検知部２が、Ｓ３において接触位置が色相環上に移動したことを検知した際
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に、明度スケール表示部３３が、接触位置に重なるようにタッチパネル４に明度スケール
Ｂを表示する（Ｓ５、明度スケール表示ステップ）。次に、接触検知部２が、接触位置が
明度スケールＢ上に移動したことを検知する（Ｓ６、接触検知ステップ）。次に、明度変
更部３４が、文字の明度を接触位置に対応する明度に変更する（Ｓ７、明度変更ステップ
）。
【００３７】
　以上説明したように、携帯端末１では、接触検知部２によりタッチパネル４に表示され
た文字上に接触位置が検知された場合に、色相環表示部３１により接触位置を囲うように
タッチパネル４に色相環が表示される。これにより、ユーザは、文字付近から視線をそら
すことなく、表示された色相環から変更したい色相を感覚的かつ容易に選択することがで
きる。さらに、接触検知部２により接触位置が色相環上に移動したことが検知された場合
に、色相変更部３２により文字の色相が接触位置に対応する色相に変更されるので、ユー
ザは、文字付近から視線をそらすことなく、文字の色相の変更を感覚的かつ容易に確認す
ることができる。
【００３８】
　また、携帯端末１では、接触検知部２により接触位置が色相環上に移動したことが検知
された場合に、明度スケール表示部３３により接触位置に重なるようにタッチパネル４に
明度スケールＢが表示される。これにより、ユーザは、文字付近から視線をそらすことな
く、表示された明度スケールＢから変更したい明度を感覚的かつ容易に選択することがで
きる。さらに、接触検知部２により接触位置が明度スケールＢ上に移動したことが検知さ
れた場合に、明度変更部３４により文字の明度が接触位置に対応する明度に変更されるの
で、ユーザは、文字付近から視線をそらすことなく、文字の明度の変更を感覚的かつ容易
に確認することができる。
【００３９】
　また、上記実施形態で取り上げたように、携帯端末１では、タッチパネル４に表示され
ている文字列に対し、文字列のうちの特定の範囲の文字列の色相及び明度を、ユーザによ
る指の３方向の移動だけで変更することができる。具体的には、まず文字列のうち特定の
文字列を文字列の向きに平行に指を接触したまま移動することで、特定の文字列を選択す
ることができる。続いて、色相環表示部３１によって表示された色相環Ａ上の特定の色相
の円領域に向かって指を接触したまま移動することで、特定の文字列を特定の色相に変更
することができる。続いて、明度スケール表示部３３によって表示された明度スケールＢ
上の特定の明度の正方形領域に向かって指を接触したまま移動することで、特定の文字列
を特定の色相に変更することができる。以上のように携帯端末１では、ユーザによる指の
３方向の移動だけで、文字列の色を感覚的かつ容易に変更することができる。
【００４０】
　なお、上記実施形態では、指が接触している位置に明度スケールＢの一番左側の正方形
領域が位置するように明度スケールＢが配置されているとしたが、これに限るものではな
い。指が接触している位置に明度スケールＢの一番右側の正方形領域が位置するように明
度スケールＢが配置されていてもよいし、指が接触している位置に明度スケールＢの中間
の正方形領域が位置するように明度スケールＢが配置されていてもよい。
【００４１】
　本発明では色の３属性のうち、色相と明度を扱っているが、残りの彩度も同様に扱って
よい。すなわち、本発明の携帯端末において、表示制御手段は、接触検知手段によって接
触位置が明度スケールＢ上に移動したことが検知された場合に、接触位置に重なるように
タッチパネルに彩度スケールを表示する彩度スケール表示手段と、接触検知手段によって
接触位置が彩度スケール上に移動したことが検知された場合に、文字の彩度を接触位置に
対応する彩度に変更する彩度変更手段と、を有してもよい。
【符号の説明】
【００４２】
　１…携帯端末、２…接触検知部、３…表示制御部、３１…色相環表示部、３２…色相変
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